平成１９年７月臨時部長会（概要報告）
・日   時　　平成１９年７月２４日
・場　 所 　八尾市役所庁議室
・出席者　  市長・副市長・教育長・各部局長　
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市長あいさつ
１４日の夕方から翌日の朝方にかけては、台風接近に伴う待機、さらに１７日未明には大雨・洪水警報が出されたことによる警戒配備と、職員の皆さんには、約９０名が緊急配備として対応していただいたと報告をうけています。市民の安全確保のためご苦労をおかけしました。一方では、新潟県中越地方で大規模な地震被害が発生しました。阪神淡路大震災以降、何回となく地震が起こっておりますけれども、非常に大規模なものであったということで、まだまだライフラインも含めて復旧していないようであり、心配しているところです。被災された皆さんには一日も早く安定した生活が送れるよう、大阪府をはじめ各自治体と連携し、本市としても何ができるのか、積極的に検討していきたいと考えております。八尾では大きな被害がなかったわけでありますが、これで安心しているとですね、「災害は忘れた頃にやってくる」ということになりますので、気を緩めることなく、また、市民生活をしっかりと守って行くため、これからも過去の教訓を生かしていただき危機管理対応をしてまいりたいと思っております。
さて、先日の定例部長会では、行財政改革を強力に推進するため、企画財政部に行政改革室を設置し、来年３月末を目途に、「行財政改革プログラム」を策定するということで、当面の行財政改革の具体的な推進内容についてお話をいたしました。

本日は、７月１１日から昨日までの間に行った行政改革推進員、各課推進員との懇談会の概要と、７月１７日開催の行財政改革推進本部で議論を深め、決定した内容を、少しでも早く各部局長にお伝えする必要があると考え、臨時部長会を開催させていただいた次第です。

まず、一点目として、私を含め両副市長と、行政改革推進員、各課推進員との懇談会を8回にわたり、それぞれ約1時間半、非常にいろんなご意見をいただきました。アンケートもいただいておりましたので、事前に読ませていただきながら、懇談会、意見交換をしてきたわけですが、そんな中で職員の意識改革ということが一番多かったのかなと思っています。２番目はトップのリーダーシップを求めるということでした。そういう意味では、各部局、各課のいろんな思いがでてきておりまして、そういったところが、これから各課で議論をされ、さらにはいろんな思い、改革の手段・手法、さらに進めなければならない課題がでてくるのではと思っています。非常に期待しながら、一方ではボトムアップを進めながら、取り組んで参りたいと思っています。また、昨日は新任係長、課長補佐、課長級に対する私の講和も1時間ずつありましたが、そこでも活発なご意見をいただいております。
推進員との懇談の中で私が言ってきたのは、「学識経験者の方からは、八尾市の職員は非常に優秀だという評価を聞いている」と申し上げました。私もその通りだと思っていますが、考える力や立案する力は非常にありますが、それを一歩、二歩前に進める行動力というのか、勇気というのか、そこがなかなか苦手なのかなというふうに感じています。そういった点を私自身が後押しをしたり、また引っ張ったりということで進めていくのがいいのではないかと考えています。

出席していただいた推進員の中には、「何をしたら良いのかわからない」という意見もありましたが、行政改革の意義をキチッとわかっていただいたということは収穫だと思っていますし、その中から新たな取組みが始まって行くのかなというふうにも思っています。今回の懇談は、いろんな意味で大変有意義であったと思っておりますし、ゼロベースから取組みをすすめてくださいということと、また、お金がないからできないというふうには考えないでと伝えています。今後、各所属長には、改革推進員、各課推進員や所属職員から様々な資料が上がってくるとは思いますが、所属職員との議論を活発に交わしていただき、しかし、そのときに過去の前例にこだわらず、前回の課題はこうだったということだけ伝えていただいて、問題点をキチッと把握しながら、「できない」ではなく、課題を解決すれば「できるんだ」というふうに部下職員に指導していただきたい。

そういう意味では、各部局のメンバ―がリーダーシップを発揮できるような、部局長あるいは各課の管理職が、推進員の活動が円滑に進められるよう、そのサポートに徹していただきたいと思っております。これから行政改革室から様々な指示が出てくるかと思いますが、対応をよろしくお願いしたいと思います。

二点目は、職員アンケートについてです。基本的には全職員参加のもとで、行財政改革を進めて行く必要は、改めて申し上げるまでもないことですが、行財政改革について職場議論を開始していただきながら職員アンケートをすすめると。アンケートはこれらのことを補完する意味で、職員一人ひとりの率直な意見を出していただきたいと。提案も含めて実施しますので、所属職員に十分に説明をしておいていただくようお願いしておきます。

三点目は、「事務事業の総点検」です。先月末までに、各部局で平成１８年度事務事業の事後評価を実施していただいておりますが、私は加えて、平成１９年度事務事業の評価も併せて行うことも必要だと判断しましたので、そのことも含めて具体的な点検スケジュールを各部局ごとに作成していただくこととしました。

具体の内容については、後ほど行政改革室長から本部決定内容を説明していただきますのでよろしくお願いします。

いろんな、実施計画もありますし、行政改革プログラムも作っていかなくてはならない。あるいは組織機構の問題もあります。事務事業の点検をしていく中でどういう形にしていくかということも考えなくてはなりません。いろんなことをしている中で一挙に進めようとしていますので、各部局では、ハードでタイトなスケジュールになっていると思います。ご苦労をおかけしますが、真摯に取り組んでいただきまして、八尾市政の改革のために全力で取り組んでいただきたいと思っております。いろんな課題がありますが、職員が一段となって、チーム八尾といいますか、オール八尾といった中でよろしくお願いしたいと思います。

無理ばかり申し上げるようですが、私の思いが、職員に伝わり、そして市民に伝わりご理解いただくことで、役所が変わっていく、まちが変わっていくということにつながればと思っています。

どうか、引き続き力を貸していただくことをお願いしまして、あいさつといたします。
案　　件

１　行財政改革推進本部からの指示事項等について　　　　　　行政改革室長

行財政改革推進本部からの決定事項等について報告申し上げる前に、まず、行財政改革関連のスケジュールについて説明申し上げる。

Ａ３の別紙をご覧いただくようお願い申し上げる。上段から２番目の網掛けの部分に「行財政改革推進本部」の欄があるが、本日までに計４回の本部会議が行われ、第４回における本部決定を本日説明させていただくわけだが、上から４つ目の「行財政改革」の欄にあるように、７月からは各部局・各所属に行政改革推進員及び各課推進員を配置し、行財政改革推進のための新たな組織として、行政改革室が設置されたところである。

また、市長のあいさつにあったように、推進員の懇談会を開催してきたところである。

今後の予定であるが、表の「事後評価結果分析」の下に記載しているが、７月30日には実施計画策定にかかる説明会において、また、同31日及び８月１日には各推進員への説明会において、事務事業の総点検の実施方針について説明を行う予定である。

８月には各部局において、平成１９年度事務事業の相対評価を実施していただき、並行して、行政改革室を中心として、平成１８年度の事後評価の総点検を実施し改善項目の抽出をする。

また、中段にある組織機構改革関係についても各部局への調査を実施する。

９月には、事務事業の総点検結果について集中ヒアリングを実施し、秋にかけて総点検の内容について取りまとめを行いながら、具体的な事務事業及び効果額の使途を整理するともに、並行して機構改革の原案を策定する。

また、12月には検討結果に基づき、市議会に対し、機構改革についての議案提案と行財政改革プログラム案の提示を行い、議会の審議とともに意見を伺った後、行財政改革プログラム案についてはパブリックコメントを実施し、２月の行財政改革調査特別委員会に報告を行い、平成２０年３月に公表を行う予定である。以上が、行財政改革関連のスケジュールの概要である。

次に本日の本題である行財政改革推進本部からの決定事項等について、説明申し上げる。

まず、事務事業の総点検についてであるが、本件については、７月30日の実施計画策定にかかる説明会にて詳細に説明をさせていただく予定である。本日は、その概要を説明申し上げるが、資料は、資料１・資料２－１・資料２－２となっている。

本部決定の、事務事業の総点検は、私ども行政改革室を中心とした点検として、平成18年度事後評価結果に基づき進めるが、併せて、各部局では平成19年度事業の一般財源ベースによる相対評価をお願いすることとなっているので、各部局行財政改革推進会議において、事務事業評価結果の活用による事務事業の精査を行っていただくようお願い申し上げる。
事務事業の総点検実施方針の構成だが、資料1をご参照いただきたい。大きく４つの構成となっている。

まず１点目として、行財政改革の実施目的についてだが、事務事業の総点検を実施するに当たり、これまでの八尾市における行財政改革の経緯を再確認するとともに、今回の行財政改革の目的とともに、どういった仕組みで実施するのかを説明していくものとしている。

内容は、八尾市における行財政改革の定義、これまでの取り組みの整理、行財政改革の先にあるもの、解決手段の設定についての説明を予定している。

２点目として、事務事業の総点検の概要についてであるが、これについては、事務事業の総点検において実施する手法や他の仕組みとの連携方法について、説明することとしている。なお、それぞれの手法の詳細については資料２－２の事務事業の総点検の実施フレーム（図）により、後ほど説明させていただく。

３点目として、各部局・各所属による総点検の実施内容について説明することとしている。ここでは、事務事業の総点検において、各部局・各所属が実施していただく内容について、実施手順や様式等の提示を含め、説明する予定である。

具体的には、事務事業事後評価を活用した点検として、平成１８年度の事務事業評価の分析結果の確認や、平成１９年度事務事業の予算額の確認、１９年度事務事業に対する一般財源ベースでの相対評価の実施について説明する。

また、改善改革項目の抽出として、歳入確保策など、平成２０年度に向けた改善改革項目の抽出やそれについての取り組み内容等について説明する。加えて、包括外部監査結果への対応についても説明を行う。

さらに、それら事務事業の総点検を行った内容についての集中ヒアリングの実施についても説明を行う予定である。

４点目の記載事項は、全庁の取り組みとして、職員参加について記載しているが、同様に説明を行う予定である。

次に、資料２－１であるが、行財政改革プログラムの位置づけとして、事務事業の総点検と行財政改革プログラムとの関係を図示しているので、後ほどご参照をお願いする。

次に、資料２－２の事務事業の総点検の実施フレーム（図）であるが、この総点検は、三つの○で表示をしており、上二つの○の中の表示は、先ほど説明申し上げた　　　　平成１８年度の事務事業評価の分析結果の確認や、平成１９年度事務事業の予算額の　確認、１９年度事務事業に対する一般財源ベースでの相対評価の実施は、財源確保と　従来から進めてきた手法の改善の取り組みが主なものとなる。これらに加え、三つの○の下の中にある内容は、後ほど説明をさせていただく「職員アンケート」や、すでに取り組みを進めている行政改革推進員との懇談会などにおける改善提案を含めて、職員参加による行財政改革プログラムを策定してまいる考えであり、このプログラムは平成19年度から平成２２年度の４年間の計画とする予定である。

また、今回の事務事業の総点検は、第８期実施計画並びに平成20年度予算編成に反映していくとともに組織機構改革にも反映してまいる予定であり、次年度への取り組みの目標として、目標額は今後、示してまいりたいと考えている。
以上、この事務事業の総点検については、７月３０日実施予定の実施計画説明会において詳細を示す予定である。

なお、併せて、冒頭で申し上げた７月３１日及び８月１日に、事務事業の総点検実施方針についての行政改革推進員及び各課推進員を対象とした説明会も予定しているが、推進員への通知は、別途行うこととしている。

各部局長及び各所属長においては当該職員の出席について配慮をお願いする。以上が事務事業の総点検についての内容である。

次に、２番の職員アンケートについて、資料３と資料４を参照願う。

冒頭の市長挨拶にあったとおり、全職員の行政改革への参加と、職員意識の活性化を目的として職員アンケートを実施する。

アンケート用紙の配付は、明日、７月２５日（水）に庁内便で各課推進員宛に、所属分を送付させていただく予定である。

通常は、各所属で所属長に取りまとめ、各部総務課が取りまとめていただくことが通常であるが、このたびの取り組みは、各課推進員にその役割を担っていただくこととなっているのでご留意願う。

提出は、各課推進員が各所属分を取りまとめの上、８月１０日（金）までに行政改革室へ返送をお願いすることとしているので、全職員の参加につながるよう、趣旨をご理解いただき、各部局長及び各所属長のご協力をお願い申し上げる。

次に、３番の「組織機構の見直し」の基本方針について説明する。「資料５」を参照願う。

まず、「はじめに」として、市長マニフェストにあったように「一円たりとも無駄にしない」「最大のサービス産業」としての「親切丁寧な市役所づくり」を行うことを基本姿勢として、さらに徹底した行財政改革に積極的に取り組みつつ、創意・工夫を凝らしながら多様化する行政課題に的確に対応し、「元気で新しい八尾」を創造していくこと。

また、事務事業の総点検を行うなかで、事業の見直しや課題解決を進め、ムダのない簡素で効率的な組織機構の構築を図る。
加えて、少子高齢化の本格化に伴う次世代育成支援への取り組みやさらに多様化する市民ニーズに迅速・的確に対応するため、限られた行政資源を有効かつ柔軟に活用できる組織体制の確立をめざした大規模な組織改革が必要である旨を記載している。

次に、行政改革大綱の重点検討項目であった「組織機構の見直し」の考え方であるが、「組織機構の見直しの方向性」と「組織改革の重点項目」を示している。　

そのうえで、三つ目の平成２０年度組織機構改革の基本方針として、市民サービスの向上、市民に分かりやすく、より簡素で効率的な組織の実現をめざした見直しを行うとともに、市長マニフェスト並びに総合計画を着実に推進するための機能的な組織の再編を図ることとしており、実施にあたっては、組織の肥大化に十分留意しつつ、統合・廃止・部局間連携等による簡素・効率性の向上が図れる組織機構をめざすものとしている。
次に２ページの「見直しの方向性」についてであるが、【新たな政策課題への対応】として、「市長のマニフェストの実現について適切に対応できない場合」「総合計画などに基づく政策目的に沿った組織編成がされていない場合」は見直しを図る。

【市民の利便性の向上】として「複数の組織にまたがる権限や機能を統合する他、行政手続きや相談業務の一元化を図ることにより、市民の利便性の向上が図れる場合」、「組織の名称や設置場所などを見直すことで、市民の利便性の向上が図れる場合」は、見直しを図る。

【簡素・効率化の追求】として、「市民ニーズの多様化や行政機能の高度化などの理由により過去に分離・統合した組織が、設置当初の目的どおりに機能していない、また、当初の目的を達成した場合」「単独の組織としての利点を活かしきれていない場合」「類似した目的をもった業務を複数の組織で行っている場合」は見直しを図る。

【内部管理機能の充実】として、「所属長の指示が組織内に浸透しない場合」「担当者の意見や考え方が組織としてくみ上げられず、意見調整や意思疎通に欠けている場合」「組織として協力援助体制がしっかり機能せず、業務目的や情報が共有化できていない場合」「公務能率の向上や組織の業務の必要性について、常に問題意識を持って検討する活動が行われていない場合」は、見直しを図ることとしている。

最後に「進め方」として、各部局ごとに検討をいただき、「組織・機構ヒアリング調査票」をご提出いただくが、必要に応じて、行財政改革推進本部によるヒアリングを実施し、その内容を踏まえて、本部により最終確定を行う予定である。

なお、市長マニフェスト等における組織機構上の課題である、みどり、文化、人権、上下水道、徴収部門、子どもに関する施策及び内部管理事務の一元化については、別途、市長指示に基づき、座長及び検討スケジュールの確定をお願いし、検討結果について市長に対し報告いただくとともに、平成２０年度の組織機構改革に反映させることとしている。

　次のページは、「組織機構のヒアリング調査票」となっている。各部局行財政改革推進会議により取りまとめのうえ、本部事務局である行政改革室へ提出をお願いする。実施期間は、明日、平成１９年７月２５日（水）から平成１９年８月２４日（金）までとしているのでよろしくお願い申し上げる。

　なお、今回は、「担当制に関するアンケート」を併せて実施する。

アンケートの目的であるが、本制度は、昭和60年度より導入されているが、制度運用の状況について現状把握を行い、今後の組織運営や担当制を見直していくうえでの留意点を明らかにすることとしている。
アンケートは現在、担当制を導入している課又は所の管理職、担当係長及び係員を対象として実施してまいる。

該当所属に直接送付するので、所属にて取りまとめのうえ、電子メールまたは庁内便により、行政改革室へ提出をお願いする。

実施期間は、平成１９年７月２５日（水）から平成１９年８月１０日（金）を予定している。以上が、今回の行財政改革推進本部からの決定事項である。

最後になるが、行財政改革の推進にあたり、各部局長と市長との意見交換の場を設定するよう指示があったので、この機会に説明させていただく。

まず、日程についてであるが、来る８月９日（木）１０日（金）１３日（月）の三日間を基本に市長日程を確保している。

案内は改めて、私どもから各部局長に連絡をさせていただくので、よろしくお願い申し上げる。市長のあいさつで紹介があった行革推進員と市長・副市長との懇談会は一定終了したが、今後、適切な時期に改めて実施することも検討しているので、お含み置きをいただきますようお願い申しあげる。

